
千葉県立青葉の森公園指定管理者

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「３つの密」のいずれ
かに該当する園内施設を下記のとおり休止いたします。
なお、公園内の広場、園路等の利用はできますが、利用の際
は感染防止策を実施の上、ご利用をお願いします。

4月4日 （土） ～ 12日（日）

青葉の森公園

園内施設の休止について（4月3日付）

※駐車場は上記期間１７時で閉場いたします。

新型コロナウイルスの情勢に伴い、上記期間等が変更される場合

がございますのでご了承ください

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします

休 止 対 象 施 設

・公園センター

・つくしんぼの家

・遊戯施設（わんぱく広場内）

・バーベキュー場

・ドッグラン

【休止期間】

（4月８日更新）

５月６日（水）


